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Out of 593 cases reported as tuberculosis death to Tanashi Health Center, Tokyo, during 

the period 1 January 1962 to 31 December 1972, 202 cases or 34. 1% were not registered as 

Tuberculosis patients at the Health Center, in spite of compulsory reporting system under the 

tuberculosis Control Law in Japan(Table 1) . To know the characteristics of the patients who 

were not registered before death, sex, age, occupation, place of death and causes of death of 

non-registered cases were compared with those of registered ones(Table 1, 2, 3 and 4), and no 

difference was found between registered and non-registered cases concerning above-mentioned 

background factors.

The reasons why the patients were not registered as tuberculosis at health centers were 

analyzed by sending inquiries to the attending physicians who had prepared the death certificate

 for 31 non-registered cases died of tuberculosis during 1971 and 1972. The reasons of no-regis

tration were summerized as follows :

1) Seventeen case(58.6%) were registered at other health centers. Out of them 15 cases were 

registered at the health centers of the area where the patients were receiving services by the Daily 

Life Security Law. Two other cases died before transfering the registration card to the present 

health center from the former one.

2) Twelve cases(41.4%) were not reported. Out of them five cases were considered by the 

attending physicians to have been reported already by the former doctors, but actually not. Three 

of them died shortly after the admission or doctor's visit and the doctors considered that such 

advanced cases should be reported already and were not reported. Two cases were examined 

after death.

3) Out of non-registered 12 cases, seven were not reported because the physicians considered

*From the Higashimurayama Health Center
, Noguchi-cho, Higashimurayama-shi, Tokyo 189 Japan.
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that there was no economical merit to the patients as the expenses for treatment were completely 

covered by health insurance or Veterans Security Law.

It is worth mentioning that more than 10% of patients, including very severe cases were not 

reported to any health centers. To carry out contact examination of the family and other close 

contacts of the patients more completely, the author considered that the importance of reporting 

should be stressed more and more to all the physicians so as to have 100% reporting of tubercu

losis in the future.

I.　緒 言

前編 で述べた よ うに,1962年1月1日 か ら1972年12

月31日 までの11年 間 に東京都 田無保健所へ結核死 とし

て 届出 された593例 の うち202例,34.1%は 管轄保健所

に登録 されていなかつた。 結核実 態調査 の成績15)によれ

ば,既 発見結核患者の96.4%は 登録 され ているので,

結核死の1/3が 保健所 へ登録 され ていない とい う成績 は,

信 じ難 い成績 といわねば な らない。

そ こで本編では,「 登録な し」 とされ た症例 の実態 を

明 らかにす るため,登 録の有無別 に諸成績 を分析 した。

また,一 部の登録な し例については,主 治医ヘ ア ンケー

トを送 り,登 録な しとなつた理 由を検討 した。

II.　研 究対象および研究方 法

第1編 で述べた とお りであ る。1971年,1972年 に死

亡届が出 され た結核 死102例 の うち 「登録 なし」が31例

あつた。そ こで登録な しの理 由を明 らか にす るため,各

主治医ヘ アンケー トを送 り,登 録 な しとなつた理 由を明

らかに し,検 討を加えた。

III.　研 究 成 績

1.　 登録な しの結 核死例におけ る背景 因子

第I編 で述べた よ うに,男 では結核死の36.2%,女 で

は結核死 の29.4%が 登録な しであつたが,性 別 の差 は

有意でない。

年齢階級別にみ ると,表1の とお りであ る。10歳 未満

の3例 中2例 では登録がな く,また50～59歳 の114例 中

50例,43.9%は 登録がなかつた。 登録あ りの率が比 較

的高かつた のは40～49歳 例であつたが,登 録あ り率 の

年齢別 の差 は統計的に有意 とはいえない(x2=10.413,

 F=7)。

職業別にみ ると,表2の とお りであ る。登録な しの結

核死202例 全体でみ ると,x2=189.17(F=10)と な り,

職業に よつ て登録 の有無に有意差があ ることとな る。 し

か し職業不 明の率に差があ るため,全 体 として有意差 と

なつ たものであ り,職 業不明を除いて検討す ると有意差

とはいえない。

Table 1. Registration Status by Age Group and 

Causes of Death

したがつ て,性,年 齢階級,職 業別にみた場合,特 に

偏つた グル ープに登録な しの率が高いわけではな く,い

ずれ の群 でも約1/3の 症例が登録 されていなかつた こと

とな る。

2.　 死亡場所別にみた登録の有無

死亡場所別に登録 の有無をみ ると,表3の とお りであ

る。 国立療養所内 で死亡 した結核死112例 の うち34例,

30.4%,国 立以外 の療養所内で死亡 した結核死311例 の

うち108例,34.7%は 登録 されていなかつた。 また 自宅

で死 亡 した症例 では62例 中27例,43.5%が 登録 され

ていなかつ たが,し か し統計的に有意差は認め られない

(x2=3.832,F=4)。

3.　 登録 の有無別にみた直接死因

結核死例につい て,そ の直接死因を登録の有無別にみ

ると,表4の ごと くであ る。直接死因不明の症例が,登

録 あ り例 で42.7%,登 録な し例で31.2%を 占めた。 こ

れ を除 いてみ る と,肺 性心は登録あ り例で43.3%,登

録な し例 で45.3%,全 身衰弱に よる死亡は 登録あ り例

で27.7%,登 録な し例で21.6%で あつた。 したがつて,

登録の有無別 に よる結核死 の直?死 因に統計的 な有意差

があ るとはいえない(x2=19.35,F=11)。
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Table 2. Registration Status by Occupation and Causes of Death

Table 3. Registration Status by Place and Causes of Death

Table 4. Registration Status by Direct Causes of Death(Tuberculosis death)
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Table 5. Reasons of No-registration

*Details See Table 6
.

4.　 登録な しの理 由

1971年 と1972年 との2年 間にみ られ た結核死例 の う

ち登録な し例が31例 あつた。そ こで これ らの症例 につ

いて主治 医ヘ ア ンケ ー トを送 り,登 録 な しとなつた理 由

を調査 した。 しか し2例 ではア ンケー トを受 け 取 る こ

とができなかつ た。 そ の2例 は某大学病院 で 結 核 性 髄

膜炎 に よつ て死 亡 した87歳 の男性例 と,某 私 立 病 院

で結核性髄膜炎 に よつ て死亡 した56歳 の女性例 であつ

た。

ア ンケー トの回収が できた29例 の成績は,表5の と

お りである。登録 なし例 の うち最 も多い のは,生 活保護

のため受給地 の保健所へ登録 され,居 住地 の管轄保健所

へ 登録 され ていなかつ た もので,15例,51.7%を 占め

た。 こ の こ とにつ いては考察 で詳 し く述べ る。 更に2

例は前回提 出 した結核予防法 の有効期間中に住所 を変更

し,登 録票の移動 手続きが終 らない うちに死亡 したた め,

登録な しとなつた例であつた。 これ ら17例,58.6%は,

法律上居 住地 の保健所 へ登録 がな くともあた りまえの例,

あ るいは致 し方ない例 と考 え られ た。

残 り12例,41.4%は,本 来登録 されてい るはずの例

であつた。 この うち4例 は戦傷病者特別援護法に よつて

治療 され ていたため保健所へ届出がなかつた℃他の3例

は健康保険本人 のため,健 康保険のみで治療を行ない,

結核予防法第22条 に よる届出 も,同 第34条 または同第

35条 の申請 も行なわれなかつた例であつた。表6で み

られ るよ うに,こ の3例 のなかには,発 見か ら死亡 まで

の期間が2о 年に及ぶ例 もあつたが,こ の間結核予 防法

とは全 く無関係に治療 されていた。

残 り5例 の実情は,表7の とお りであ る。3例 は診断

か ら死亡 まで の期間が短 く,結 核予防法第22条 に よる

届出 も,同 第34条 または同第35条 に よる申請 も行なわ

れない うちに死亡 した症例であつたо 他の2例 は死 亡後

に屍体検案に よつて結核症 と診断 され た ものであつ た。

ただ し屍体検案を行なつた2例 はいずれ も古い結核症 を

もつた例であ り,結 核症に よ り自宅で死亡 した と判 断 さ

れた ものであつた。 これ ら5例 は本来な らば死亡診断書

の届 出と同時に結核予防法第22条 の届出が出 され,登

録 と同時に死亡削除 とさるべ きもの と考え られ た。

Table 6. Cases not Reported*

*See Table 5.
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Table 7. Cases Considered to have been Reported

IV.　考 察

英国 の結核お よび胸部疾患研究委員会が1968年 に英

国本土で死亡 した ものについて行なつた結核 死亡調査16)

に よると,活 動性結核 で死亡 した263例 の うち96例,

36.5%が 登録 されてお らず,こ の うちの52例 は死亡後

には じめて肺結核症 と診断 された ものであつた とい う。

米 国が1960年 代に調査 した成績17)で も,結 核 症が直接

死因 または 間接死因 となつた108例 の うち,32.3%は

死亡時に登録 されていなかつた と報告 されてい る。

わが国では今 まで このよ うな調査が行なわれ ていない

た め,死 亡時に登録な しの症例が どの くらいあ るのか,

明 らかでなかつた。本研究に よつて結核死593例 の うち

202例,34.1%が 居住地の 保健所へ 登録 され ていない

ことがは じめて明 らかに されたわけであ る。 この値 は英

国,米 国 のそれ と一見 よ く似てい る。 しか し,1971年,

1972年 におけ る登録 なしの死亡例につ いて追 及調査 し

た成績に よると,29例 の うち15例 は生 活保護受給地 の

保健所へ登録 されてお り,2例 は転居後 間 もな く死亡 し

たため登録票の移送 が問にあわなかつた ものであつた。

この17例 を除いた12例 は登録 され ているはず であるの

に,登 録 されなかつた症例 といえ よう。 これ らの症例 は

同時期の結核死102例 に対 して11.8%に なる。

1971年,1972年 の対 象例か らみて,さ きにふれ た登

録 なしの 結核死34.1%の なか には,生 活保護受給者,

登録票移送前の死亡者な ども含 まれてい ることが想像 さ

れ る。1971年,1972年 におけ る対 象例 の検討成績 を対

象 の全症例にひ き延ばせば,登 録な しの結核死 例は14.1

%と な る。 この数字を死亡例の登録な しの率 とみな して

大過なか ろ う。

登録な しの理 由として,戦 傷病者特別援護法で治療 さ

れていたため届出を しなかつた(4例),発 病 か ら死亡 ま

でに3～20年 を要 しなが ら,健 康保険本 人である ことを

理由に して,医 療 費のすべてが健 康保険 で負担 され てお

り,そ のため届 出がされ なかつ た(3例),な どを挙げ う

ることは注意 を要 する問題 で あ ろ う。 この うちの1例

(40歳 男性)は 十数年前に右肺全切除術を受け,数 年 来

結核 の治療 を受け てい なかつたが,左 肺に 自然気胸を起

こし極 めて重篤 な状態 で入院 し,死 亡 した例であ る。 こ

の例 につ いて,主 治医は健康保険本人 のため届出を しな

かつ た とアンケー トで答え てい るが,結 核 の治療を受け

ていた ときには登録 され ていた可能性が高い と考え られ

る。 しか し,こ の1例 を除いた2例 は ともに国立療養所

へ 入所 中に肺結核 で死亡 した例 であ る。

アンケ ー ト調査 の対象 となつた1971年,1972年 の結

核死102例 の うち,健 康保険本人の死亡は13例 であつ

たか ら,健 康保険本人 の死亡 の23%が 登録 されていな

かつ た こととなる。登録 なし例が死亡例で さえ この よ う

に高率 であるか ら,軽 症例 では更に高率にな る 恐 れ が

ある。健康保険本人 のほか,い わゆ る “老人医療の無料

化"に 伴つ て,結 核患者 の届出が怠 られ る恐れがあ る。

かか ることのない よ うに強 く注意を喚起 したい。

診断か ら死亡 まで の期間が短かつたため,届 出がな さ

れ なかつた3例 お よび屍体検案に よつて結核死 とされた

2例 は,と もに問題を含む例 といえ よ う。診断か ら死亡

までの期間が短かつた3例 の うち,第1例 は約1年 前か

ら結核 であつた らしい。 しか し死亡届を提出 した医師は

死亡時に1回 診察 した のみであ り,肺 結核に よる肺 性心

のた め死亡 した と診断 した。第2例 は行路病者 として入

院 し,3日 目に心衰弱で死亡 した。第3例 は肺 結核で全

身衰弱に陥 り死亡 した例であ る。は じめ救急車で一般病

院へ運ばれ,結 核症 と診断 されたため某療 養所 へ転送 さ

れ,3日 目に死亡 した。 これ ら3例 に共通 してい る点は,

肺結核症が初診時か ら重症 であ り,間 もな く死亡 してい

るため,病 歴や入院前 の状況が主治医にほ とん ど把握 さ

れ ていないこ とである。

この3例 は年齢 も若 く,死 亡直前 まで何 らか の仕事に

つ いていた可能性が高い。結核予防の観点に立つな らば,

これ ら患者 の接触者検診が今後重要な問題の一つ となろ

う。 このためには,死 亡届 と同時に結核予防法第22条

による届 出を行ない,そ れに よつて速やかに接触者検診

を行な うよ うにす ることが望 まれ る。
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屍体検案 に よつ て結核死 とされた2例 は,い ずれ も結

核 の既往が はつ き りしてお り,屍 体検案を行 なつた医師

は,以 前の主治 医が当然結核予防法第22条 に よる届 出

を済 ませ ていた と考 えていた。 うち1例 は26年 前に発

病 し,国 立療養所 で肺切除術 を受け,2年 前 にも約2カ

月間入院治療 を受 けた既往が あるが,自 宅 で死亡 し,屍

体 検案に よつて肺結核 に よる死亡 と判断 された ものであ

る。他 の1例 も療養所 内治療 の既往が あ り,自 宅 で窒息

死 したが,屍 体検案 に よつ て肺結核死 と判断 された もの

である。重症肺結核 に罹患 した場合,結 核そ の ものは安

定 していて も,心 肺機能不全 な どに よつ て死亡す る例 も

あ ることを示 してい る。

本研究において生活保護受給 者の登録 な しが多 いのは,

次の理由に よるもの と考 え られ る。

1)　生 活保護 法に よると,受 給地 か ら離れ た病院 また

は療 養所へ長期に入院 し,そ のため居住地 を失つ て,住

所が病院 または療養所 となつた患者に対 しては,生 活保

護受給者 として,入 院前における居住地管轄 の福祉事務

所で保護 され ること。

2)　 結核予防法の取 り扱 い上,生 活保護受給 者の医療

費公費負担の診査は居住 地(発 見地)の 所轄保健所 で行

な うことになつてい るため,生 活保護 受給者の登録,管

理は発見地の保健所で続け られ ること。

3)　 住民基本台帳法では,住 所を移 した場合,14日 以

内に新住所 の市町村長に届け出 ること。

4)　 死亡届は入院中の病院 または療養所のあ る市に届

け られ,死 亡票は入院中の病院 または療養所 を管轄 す る

保健所に送 られ ること。

田無保健所 のごと く,典 型的な郊外地域に位置 し多 く

の病院,療 養所をかかえ るところでは,以 上の事実が一

つ の特徴にな ろ う。

以上,居 住地 の保健所へ登録 されていない結核死例は,

(1)生活保護受給者 で,受 給地 と管轄を異にす る保健所管

内の病院,療 養所へ入院 し,住 所を病院,療 養所内へ移

している者,(2)登 録票移送前に死亡 した者,(3)健 康保険

の本人,(4)戦 傷病者特別援護法 の適用者,(5)診 断か ら死

亡 までの期間が極 めて短い者,(6)屍 体検案に よつて結核

死 と判 明 した者 とい うこ とになる。

したがつ て,こ のなかに はさまざまの対象が含 まれ る

こ とにな り,性 別,年 齢別,職 業別,死 亡場所な どか ら

み て,登 録 なし例 と登録 あ り例 との間に有意 の差を見出

しえなかつ た もの と考 え られ る。

登録 なし例 では病状を把握す ることがで きなかつた。

しか し発見 か ら死亡 までの期間が短い症例や屍体検案に

よつ ては じめて診断 された症例 などの病状は,他 に比 し

て重症 である可能性が高い。 これ らの症例は従来看過 さ

れがちであつたが,今 後は注意深 く把握 し,接 触者検診

を行な うとともに,発 見の遅れ の理 由を明 らかにす る対

策をすすめ ることが必要であ り,か つそれ が望 まれ る。

登録な しの死亡例の率は,英 国 または米国の成績 に比

し,一 見同一の よ うであ る。 しか し,現 実には著 しく低

い(11.8%)と みな して よいであろ う。 また死 亡後 の診

断例 も低率であ る。 しか し最後 まで結核 と診 断 されず,

他疾患 として取 り扱われた例があ ることも推定 され るた

め,よ り正確を期す るには,剖 検成績 と対比 しつつ検討

す る必要があろ う。

IV.　結 語

1962年 か ら1972年 の11年 間に東京都田無保健所 へ

届 出された 結核死593例 の うち,202例,34.1%は 居

住地 の管轄保健所であ る田無保健所へ登録 されていなか

つた。そ こで,登 録な しとなつた理由を明 らかにす るた

め,1971年,1972年 の2年 間に届出 された登録な しの

結核死31例 について アンケー ト調査を行なつた。回収

できた アンケー ト29例 よ り,登 録な しの理 由を検討 し,

次 の結論を得た。

(1)生活保護 の受給者 で,受 給地 と管轄を異にす る保健

所管 内の病院,療 養所へ入院 し,住 所をそ こへ移 したた

め,居 住地 の保健所へ登録 され てい なかつた。

(2)前回提 出 した結核予防法 の有効期間中に住所を変更

し,登 録票移送 の手続 きが終 らない うちに死亡 した。

(3)戦傷病者特別援 護法 の適用を受け てい るた め登録 さ

れ なかつ た。

(4)健康保険 の本人 のため登録 され なかつた。

(5)診断 か ら死亡 までの期間が短 く登録前 に死亡 した。

(6)屍体検案 に よつ ては じめて結核 と診断 された。

これ らの うち,結 核予防法第22条 に よつ て届 出を行

なわねば な らない者は,上 記 の(3),(4),(5),(6)と なる。

かか る対 象例は,調 査期 間中における結核死 亡 全 例 の

11.8%に 相 当 した。

登録有無別の死亡は,性,年 齢,職 業,死 亡場所 な ど

に よつて変わ らず,か か る背景 因子 間の直接死 因に も差

を見出せなかつ た。 しか し,上 記(4),(5)に は重症例が多

い ことも想像 され るので,今 後 の検討 が必要 と考 えられ

た。

なお,こ の成績 か ら,結 核登録上 の問題点,今 後 の対

策 について考 察 した。

(引用文献は第III編 の末尾 に掲載す る。本論文要 旨は

昭和49年10月 第33回 日本公衆衛生学会,昭 和50年5

月第55回 東京都衛生局学会で発表 した。)


